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2023年4月発行

医療機関の管理者・事!務部Flのみな|さまヘ

口 の 徹 き 方 改 革

年 用 ま で の

E団目日

で のパンフし/ッ 群(ま、圧振三師ので動き殉改革斑進めるための

新 近ノじリレ~ジ 移が豊⑧盈4年 4月から始まるの tこ 殉与すて、

医療機関がそれまで 1こ行つてお≦込嬰のある手続蒼や、

細度ので士組み雹わかりや亥≦まとめた葛ωです。

ぜひ、医療機関るで綿U度 に向 9すた準備危違翰る童での

参考として正幡閑 ≦ださもヽ。
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2024年 4月に向けた鋒偏は進んでいますか?

フローチヤートで次のステツプを確認してみましよう

※

※

1   達撓 應 。酔 ,Cぷ撃    A永 韓

等

釈ベーン狼

時間外・休日労働が年960時間を

超える医師はいますか ?

副業・兼業先での労働時間も通算します。

宿国直許可を取得した範囲の業務時間は、

労働時間には計上されません。

尋 はい

2024年度以降にどの水準を

目指すかを決めていますか ?

原則として特例水準の指定申請を

行う必要はあ りません。

:‐ |コ

※ 特例水準 :連携 B B C水準

地域医療の提供体制の確保も念頭に、

2024年度以降にどの水準を目指すか、

医療機関として意思決定しましよう。

辱ヽ 建ヽえ
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2024年 4月 までに、 医師の日寺間タトロ

休日労働が A水準相当となるよう、

弓|き続き取組を進めましよう。
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蓮携 B B C水準を壽擢す場合

自院に働き方改革に関する会議体

が設置 。開催されていますか ?

各職種 `世代を交えた会議体を設置

し、院内の労働状況の共有や、今後

の取組内容の議論を行いましよう。

tま しヽ

医師労働時間短縮計画 (時短計

画)の作成は終わつていますか ?

号 はしヽ

評r面センターに提出する書類は

準備できていますか ?

動改センター の相談窓国

を活用しながら、時短計画の作成を
進めましよう。
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T:題
しヽ 饒ヽ鬼

号 鉢りヽ

評価申言青は評価センターの本一ムペー

ジ      を通じて行えます。

手続き方法を確認して、早めに申請を

行つてください。

勤改センタ の相談窓口

を活用しながら、提出書類の準備を

掛鏃、ぇ  進めましよう。

――十~「孤

動改センター の相談窓口
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騨籟遠ン安一の調饉縮果の受 l,す懃り後

尋

都道府県への特例水準の指定申請

の必要書類は準備できていますか ?

尋 魃辱ゝ

申請手順の詳細 (受付開始日等)は、

勤改セ ンター  . へお問い合

わせいただ くか、都道府県庁本 ―ム

ペニジ等でご
｀
確認ください。

を活用しながら、必要書類の楽備を

進めましよう。1帥メ
等、じ亀jう卑息と

「 コ

ｔ
）

臨床研修病院 a専門研修施設や、 C… 2水準の指定申請の予定

のある医療機関は、月J途、追加の手続きが必要です。

詳細は次のページをご覧ください。

●コ



2024年度から始まるルールについて (概要)

時間外労働の上限規制―

※ 1つの医療機関が複数の水準の指定を受けることもできます。

十分な睡日民が取れずに連続 して勤務する時間が長くなると、疲労が蓄積 し、注意力の低下

などによる医療 スのリスクも高まります。

勤務医が確実に休息を取ることができるよう、退勤から翌日の出勤までに原則 9時間を

空ける
'レ

ール (勤務閣インターパル市」度)が始まります

また、 1か月の時間外 i休 労働が 100時間以上となる とが見込まれる場合は、産業医

な′どによる面接指導を行う必要があ ります

惑藝嬢鑢座の欧得注趨趨憩雇罵管鰹篭通賜て、

織く饉節の健康径輩り嬢がら、

簿繍可錢猷飽蛾踵療体鎌睡壼緯つてむ穐き護鰺よう こ

＼、 ヽ 十///

健康確保のためのルール

＼ /



2024年 4月以降の医療機関の36協定について

新しい.36協定におもヽて協定する必要がある事項

新しい361協
~足

において協定する必要がある事項

了 1国   了 1か月※  、/1年※

について労働時間を延長 して労働 させることができる時間又は労働 させることができる体 囲

※原則となる時間外労働の限度時F日二(月 45B寺 間・年360日寺間)の範囲で協定します。

(副業・兼業先での労働時間も合わせて)時間外・休国労働は、

γ lか月 :水準問わず100日寺問未満※

γ l年  :A水準 960日寺間以内/連携 B水痒、 B水楽、C水準 1′ 860日寺問以内

を満たすこと。

※ 1か月 について時Fロロ外 ,体凰労働が1008寺 F口写以上となることが見込まれる医師について、面接指導を実施等する

場合は、 とか月の時間外・体日労働が100時間以上となつても差し支えない。

(副業・兼業先での労働時間も合わせて)1か 月の時間外・体 国労働の合計が 100BttF口弓以上と

なる場合の措置※

γ lか月の時間外・体日労働の合計が 100時間に到達する前 に面接指導を実施 し、面接指導実

施医自頭の意見を踏まえ、労働者の健康確保のため に必要な措置を講ずること

71か 月の時間夕ふ。体日労働の合計が 155時間を超えた場合、労働 時間短縮のための具体的措

置を行 うこと

※1か月の1寺間外・休日労働の合計が、100時 F口弓以上、155時間超となることが見込まれない場合には(36協定に

本措置にF美尋する定めをする必要はありません。

霧鰺懸ヽB51群豫庭の標式嬢ず鬱ン饉"辟 t感こ事暮

https:ノ /WWWamhiWEq。 とiD/Stf/Seisakunttsutte/

bunva/kovou_roudou/roudoukiiun/roudouki二
観nkankeitthtr営 11
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※ 1 水準問わず、 とか月100日寺間未満の範囲で定めてください。

ただし、36協定に、「1か月の時間外・休日労働の合計が100時間に到達する前に面接指導を実施し、

面接指導実施医師の意見を踏まえ、労働者の健康確保のために必要な措置を講ずること」を定めた場

合、この限りではありません。

※ 2 A、 連携B水準 960時 F口写以内/B、 C水楽 1′860時間以内の範囲で定めてください。

眼 度 時間を超えて労働 させ る ことができる場合

吾晨度時間を超えた労働に係る割増賃金率

限度時間を超えて労働させる場合にお tする手続き
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限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康および福祉を確保するための措置

連携 B、 B、 C水準の医部について、以下の措置を行うこと

、/1年 間の時間外・休日労働の合計時間数が960時間を超えることが見込まれる者に対

する勤務 F日弓インターパルの確保等による休息時間の確保

① 時間外・体日労働は必要最小限にとどめてください。

② 使用者は、36協定の範囲内であっても、労働者に対する安全配慮義務を

負います。労働時間が長くなるほど過労死との関連'1生が強まります。

③ 時間外労働・体日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確

にしてください※。

④ 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間を超えることはできません。

また、限度時間を超えて労働させる必要がある場合はできるF艮 り具体的

に定めて三ださい。この場合も、時間外労働は限度時間にできる限り近

づけるようにしてください。
※ 特 に、連携 B、 B、 C水準の医師については、名簿を作成するなどして、36協定の締結に当たり

該当する医師を特定しておく必要があります。

番の健翰露愚票醸そこつ礫で tま、3鰺 t鶏筵鋳斜巻理
｀
極窪講亙選遵に,ヽ む

/content/000980916HDdf

新しい36協定において協定する必要がある事項 (特別条項)

36協定で定める協議F日電タト勇触及び体日勇伺〔こついて留意すべき事I更に関する掲針

httDS:/ノ wwwirt4hiW“ CIotip 爛


